
   徳島大学大学院保健科学研究科規則                 

平成１８年３月１７日 

規則第８６号制定 

   第１章 総則 

 （通則） 

第１条 徳島大学大学院保健科学研究科（以下「本研究科」という。）に関する事項は、徳島大

学大学院学則（以下「学則」という。）及び徳島大学学位規則（以下「学位規則」という。）

に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

２ 学則、学位規則及びこの規則に特別の定めのある場合を除いて、本研究科に関する事項は、 

本研究科教授会が定める。 

 （教育研究上の目的） 

第１条の２ 本研究科は、保健科学における実践的かつ実証的な教育研究を通して、生命倫理と

チーム医療を尊重し、かつ社会の多様なニーズに応えることのできる人間性豊かな高度専門職

業人及び教育・研究者の養成を目指すとともに、社会の要請に貢献する先導的な研究を推進し、

保健科学の発展に寄与する。 

   第２章 教育課程 

 （教育方法） 

第２条 本研究科の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。 

 （教育方法の特例） 

第３条 本研究科において、本研究科教授会が教育上特別の必要があると認める場合には、夜間

その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行う

ことができる。 

２ 本研究科に、外国人留学生のための英語による特別コース（以下「特別コース」という。）

を置く。 

 （授業科目及び単位数） 

第４条 授業科目は、必修科目、選択科目及び自由科目に分ける。 

２ 授業科目及び単位数は、別表のとおりとする。 

３ 博士前期課程に所属する学生のうち、専門看護師の養成に係る科目を履修しようとする者の

授業科目及び単位数は、別に定める。 

４ 前条第２項に規定する特別コースの授業科目及び単位数は、別に定める。 

 （授業科目の履修方法） 

第５条 学生は、前条の授業科目について、次表に定める単位を修得しなければならない。 

(1) 博士前期課程 

専攻等名 

 

単位数 

 必修科目  選択科目      計 

保健学専攻 

［看護学領域（助産実践

コースを除く。）］ 

［看護学領域（助産実践

コース）］ 

［医用情報科学領域］ 

［医用検査学領域］ 

 

 １０単位 

 

 ６単位 

 

 １２単位 

 １２単位  

 

２０単位以上 

 

５６単位以上 

 

１８単位以上

１８単位以上 

 

３０単位以上 

 

６２単位以上 

 

３０単位以上

３０単位以上 

(2) 博士後期課程 

専攻名 

 

単位数 

 必修科目  選択科目      計 

保健学専攻   ２単位 １０単位以上 １２単位以上 

２ 履修する授業科目の選択に当たっては、あらかじめ定める指導教員（直接研究指導に当たる

教員をいう。以下同じ。）の指導を受けなければならない。 

３  履修方法については、別に定める。 



４ 本研究科において教育上有益と認めたときは、徳島大学（以下「本学」という。）大学院の

他の研究科又は本学学部との協議に基づき、当該他の研究科又は本学学部の授業科目を履修さ

せることができる。 

５ 前項の授業科目を履修しようとするときは、学生は、本研究科長の許可を得なければならな

い。 

６ 第４項の規定により他の研究科で履修した授業科目の単位は、第１項各号に規定する選択科

目の単位に含めることができる。 

７ 第４項の規定により本学学部で履修した授業科目の単位は、自由科目の単位とすることがで

きる。 

８ 自由科目の単位は、第１項各号に規定する単位に含めることはできない。 

９ 第３条第２項に規定する特別コースの履修方法は、別に定める。 

 （研究指導） 

第６条 研究指導は、指導教員が行うものとする。 

２ 前項の研究指導は、研究課題の研究の指導及び学位論文の作成について行う。 

３ 指導教員のうち、学生の研究指導を総括的に担当する者を主指導教員、主指導教員とともに

研究指導を行う者を副指導教員とし、学生ごとに主指導教員は１人、副指導教員は１人以上と

する。 

 （試験の告示） 

第７条 試験を課す授業科目、日時その他必要な事項は、あらかじめ告示する。 

 （成績評価等） 

第８条 成績は、１００点をもって満点とし、Ｓ（９０点以上）、Ａ（８９点～８０点）、Ｂ（７

９点～７０点）、Ｃ（６９点～６０点）及びＤ（５９点以下）の評語をもってあらわし、Ｓ、

Ａ、Ｂ及びＣを合格とし、Ｄを不合格とする。 

２ 前項の評語の評価基準は、次の表のとおりとする。 

評語 評 価 基 準 

Ｓ 科目の到達目標を充分に達成し、極めて優秀な成果を収めている。 

Ａ 科目の到達目標を充分に達成している。 

Ｂ 科目の到達目標を達成している。 

Ｃ 科目の到達目標を最低限達成している。 

Ｄ 科目の到達目標の項目の全て又はほとんどを達成していない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、入学前の既修得単位等により判定する授業科目の成績は、認の

評語をもってあらわすことができるものとし、合格とする。 

 （追試験及び再試験） 

第９条 病気その他やむを得ない事情のため、正規の試験を受けることができなかった者は、追

試験を受けることができる。 

２ 前項の追試験を受けることができなかった者又は試験を受けて不合格となった者は、原則と

して次の学期末に再試験を受けることができる。 

 （助産師国家試験の受験資格） 

第９条の２ 助産師国家試験の受験資格を取得しようとする者は、選択科目のうち別に定める科

目の単位を修得しなければならない。 

 （養護教諭の免許状） 

第９条の３ 養護教諭の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法（昭和

２４年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）に定め

る所要の単位を修得しなければならない。 

２ 前項の単位を修得するために必要な授業科目及び履修方法については、本研究科長が別に定

める。 

 （転学者の取扱い） 

第１０条 他の大学院又は外国の大学院(これに相当する教育研究機関を含む。以下同じ。)若し

くは国際連合大学(以下「外国の大学院等」という。)から本研究科に転学をした者の在学年数



及び既修得単位の換算については、その都度本研究科教授会が定める。 

 （転研究科） 

第１０条の２ 学則第２６条の２の規定に基づき、本研究科に転研究科を願い出た者があるとき

は、教育上支障がない場合に限り選考の上、許可することがある。 

２ 転研究科を許可する時期は、本研究科教授会が定める。 

３ 転研究科を許可した学生を在籍させる年次は、本研究科教授会が定める。 

４ 転研究科を許可した学生の既修得単位の認定は、本研究科教授会が定める。 

 （他の大学院における授業科目の履修等） 

第１１条 学則第９条、第２７条及び第２７条の２の規定に基づき、他の大学院若しくは国際連

合大学の授業科目の履修を志願し、若しくは他の大学院等において必要な研究指導を受けるこ

とを志願し、又は外国の大学院に留学を志願する者は、所定の願書を本研究科長を経て学長に

提出し、その許可を受けなければならない。 

 （単位の認定） 

第１２条 前条の規定により許可を受けた者（以下「派遣学生」という。）が他の大学院若しく

は外国の大学院等で修得した単位又は学則第９条の２第１項の規定に基づき学生が休学期間

中に、外国の大学院において履修した授業科目について修得した単位の認定は、当該大学院が

発行する成績証明書等により本研究科教授会が行う。 

 （履修等報告書） 

第１３条 派遣学生は、他の大学院等又は外国の大学院等での履修の期間又は研究指導を受けた

期間が満了したときは、所定の履修等報告書を速やか（外国の大学院に留学した者については、

帰国の日から１月以内）に本研究科長を経て学長に提出しなければならない。 

 （入学前の既修得単位の認定） 

第１４条  学則第９条の３の規定による入学前の既修得単位の認定は、当該大学院が発行する成

績証明書等により本研究科教授会が行う。 

   附 則 

 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年３月２２日規則第８３号改正） 

 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年１月１８日規則第４４号改正） 

 この規則は、平成２０年１月１８日から施行する。 

   附 則（平成２０年３月３１日規則第４２号改正） 

 この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年５月２６日規則第１号改正） 

 この規則は、平成２０年５月２６日から施行する。 

   附 則（平成２０年９月３０日規則第１９号改正） 

 この規則は、平成２０年１０月１日から施行する。ただし、別表（２）博士後期課程の改正規 

定は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年１月２６日規則第５８号改正） 

 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、別表（２）博士後期課程の改正規定 

は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年２月２４日規則第９３号改正） 

 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２３年３月１日規則第６６号改正） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 平成２２年度以前に入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

   附 則（平成２３年９月３０日規則第１５号改正） 

１ この規則は、平成２３年１０月１日から施行する。 

２ 平成２２年度以前に入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の



例による。 

   附 則（平成２４年３月３０日規則第６７号改正） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 平成２３年度以前に入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

   附 則（平成２５年３月１９日規則第８４号改正） 

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 平成２４年度以前に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

      附 則（平成２６年３月１２日規則第７６号改正） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 平成２５年度以前に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

   附 則（平成２７年３月２５日規則第６８号改正） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 平成２６年度以前に入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

   附 則（平成２８年２月２２日規則第４３号改正） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 平成２７年度以前に入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

   附 則（平成３０年２月１９日規則第５６号改正） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 平成２９年度以前に入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

   附 則（平成３１年３月２６日規則第８３号改正） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 平成３０年度以前に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

   附 則（令和２年２月２６日規則第５１号改正） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 平成３０年度以前に入学した者については、改正後の第８条の規定にかかわらず、なお従前

の例による。 

３ 令和元年度以前に入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 

   附 則（令和４年３月１７日規則第５８号改正） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 令和３年度以前に入学した者については、改正後の第５条第１項及び別表の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 

   附 則（令和５年３月２４日規則第７３号改正） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 令和４年度以前に入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 

附 則（令和６年１０月１８日規則第１３号改正） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 令和６年度以前に入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 

附 則（令和７年２月２６日規則第４３号改正） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 



２ 令和６年度以前に入学した者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 



別表 

 (1) 博士前期課程 

  授業科目及び単位数 

区  分 

 

授  業  科  目 

 

単位数 

必修 選択 

全専攻系共通 

カリキュラム科目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生命倫理概論   ２ 

 臨床心理学   ２ 

 社会医学・疫学・医学統計概論   ２ 

 英語論文作成法   ２ 

 宇宙と栄養・医学概論  ２ 

 生命科学の研究手法  ２ 

 研究方法論  １ 

 がんチーム医療実習  0.5 

 悪性腫瘍の管理と治療  １ 

 医療情報学  0.5 

 医療対話学（コミュニケーションスキル）  0.5 

 医療倫理と法律的・経済的問題  0.5 

 医療系分野における知的財産学概論  ２ 

 生命科学コミュニケーション特論  ２ 

各専攻系間の共通 

カリキュラム科目 

 

 ヒューマンサイエンス（形態と機能）   ２ 

 微生物・免疫学実習   ２ 

 臨床医科学概論   ２ 

保健学専攻共通科目 

 

 

 

 

 

 チーム医療特論   ２ 

 保健学特論   ２ 

 臨床腫瘍学概論  ２ 

  国際医療実践英語演習  ２ 

 脳と神経学概論  ２ 

 脳と神経学評価方法論  ２ 

指定科目Ａ 

 

 

 

 

 

 

看護学

領 域 

 

 

 

 

 

 看護研究方法論   ２ 

 看護教育学   ２ 

 看護倫理      ２ 

 看護管理学     ２ 

 コンサルテーション論    ２ 

 看護実証研究論  ２ 

 看護学指導演習  ４ 

指定科目Ｂ 

 

 

看護学

領 域 

 

  ヘルスアセスメント特論   ２ 

 病態生理学特論    ２ 

 臨床薬理学特論    ２ 

専 門 科 目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 看 

 護 

 学 

 領 

 域 

 

 

 

 

 

 看護技術学特論Ⅰ   ２ 

 看護技術学特論Ⅱ   ２ 

 看護技術学演習   ４ 

 看護教育学特論Ⅰ   ２ 

  看護教育学特論Ⅱ    ２ 

 看護教育学演習   ４ 

 看護アウトカム管理学特論Ⅰ   ２ 

  看護アウトカム管理学特論Ⅱ    ２ 

 看護アウトカム管理学演習   ４ 

 リハビリテーション看護学特論Ⅰ   ２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 リハビリテーション看護学特論Ⅱ   ２ 

 リハビリテーション看護学演習   ４ 

  生活調整特論    ２ 

 脳神経看護学特論Ⅰ    ２ 

 脳神経看護学特論Ⅱ    ２ 

 脳神経看護学演習    ４ 

 脳神経看護学実習Ⅰ    ４ 

 脳神経看護学実習Ⅱ    ４ 

 脳神経治療援助論実習    ２ 

 がん看護学特論Ⅰ  ２ 

 がん看護学特論Ⅱ  ２ 

 がん看護学特論Ⅲ   ２ 

 がん看護学特論Ⅳ  ２ 

  ストレス緩和ケア看護学演習  ４ 

 がん看護学演習  ４ 

 がん看護学実習Ⅰ    ３ 

 がん看護学実習Ⅱ    ２ 

 がん看護学実習Ⅲ    ３ 

  がん治療援助論実習    ２ 

 地域看護学特論Ⅰ   ２ 

  地域看護学特論Ⅱ    ２ 

 地域看護学演習   ４ 

小児看護学特論Ⅰ  ２ 

  小児看護学特論Ⅱ  ２ 

小児看護学演習  ４ 

 学校保健学特論Ⅰ   ２ 

 学校保健学特論Ⅱ   ２ 

 学校保健学演習   ４ 

学校保健学実習   １ 

  精神看護学特論Ⅰ    ２ 

  精神看護学特論Ⅱ    ２ 

  精神看護学演習    ４ 

 地元創成看護学特論Ⅰ   ２ 

 地元創成看護学特論Ⅱ   ２ 

 地元創成看護学演習   ４ 

 支援看護学特別研究  １０  

 支援看護学特別課題研究   ４ 

 こころの保健学特論Ⅰ   ２ 

 こころの保健学特論Ⅱ   ２ 

 こころの保健学演習   ４ 

 臨床腫瘍保健学特論Ⅰ  ２ 

 臨床腫瘍保健学特論Ⅱ  ２ 

 臨床腫瘍保健学演習  ４ 

 保健学特別研究 １０  

 ウイメンズヘルス・助産学特論  ２ 

 女性支援看護学特論  ２ 

 女性支援看護学演習Ⅰ  ４ 

 女性支援看護学演習Ⅱ  ４ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生殖・更年期保健学特論  ２ 

生殖・更年期保健学演習  ４ 

助産学特論Ⅰ（助産概論）  ２ 

助産学特論Ⅱ（生命倫理学）  ２ 

助産学特論Ⅲ（母性心理・社会学）  ２ 

助産学特論演習Ⅰ  ４ 

助産学特論演習Ⅱ  ４ 

助産実践学Ⅰ（形態機能・病理病態学）  ２ 

助産実践学Ⅱ（周産期医学）  ２ 

助産実践学Ⅲ（助産診断・実践学）  ２ 

助産実践学Ⅳ（地域母子保健学）  ２ 

助産実践学Ⅴ（助産管理学）  ２ 

助産実践学演習Ⅰ  ４ 

助産実践学演習Ⅱ  ４ 

助産実践学実習Ⅰ  ４ 

助産実践学実習Ⅱ  ２ 

助産実践学実習Ⅲ  ４ 

助産学実習  ８ 

 助産学特別研究 ６  

 医 

 用 

 情 

 報 

 科 

 学 

 領 

 域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 先端医用画像情報学・先端数理統計学   ２ 

 先端医用画像情報学・先端数理統計学演習   ４ 

 先端医用画像機器工学   ２ 

 先端医用画像機器工学演習   ４ 

 核医学治療・核化学  ２ 

 核医学治療・核化学演習  ４ 

  放射線障害分子医学    ２ 

  放射線障害分子医学演習    ４ 

 脳機能画像解析学  ２ 

 脳機能画像解析学演習  ４ 

 放射線腫瘍学・放射線治療物理学   ２ 

 放射線腫瘍学・放射線治療物理学演習   ４ 

 医用画像解析学   ２ 

 医用画像解析学演習   ４ 

 代謝・機能画像情報解析学   ２ 

 代謝・機能画像情報解析学演習   ４ 

 先端医用画像評価学   ２ 

 先端医用画像評価学演習   ４ 

 医用情報科学特別研究  １２  

 医 

 用 

 検 

 査 

 学 

 領 

 域 

 

 

 

 生体機能解析学特論   ２ 

 生体機能解析学演習   ４ 

分析医化学特論   ２ 

 分析医化学演習   ４ 

 病理解析学特論   ２ 

 病理解析学演習   ４ 

 細胞・免疫解析学特論   ２ 

 細胞・免疫解析学演習   ４ 

 微生物・遺伝子解析学特論   ２ 

 微生物・遺伝子解析学演習   ４ 



 

 

 生殖補助医療学特論   ２ 

 生殖補助医療学演習   ４ 

腫瘍制御学特論   ２ 

腫瘍制御学演習   ４ 

 先端医療技術・支援学特別研究  １２  

医学物理学 

関連科目 

 

 

医用 

情報 

科学 

領域 

 放射線治療品質管理学特論  （２） 

  医用物理学特論Ⅰ  （２） 

  医用物理学特論Ⅱ  （２） 

 医用物理学特論Ⅲ  （２） 

備考 １ 講義、演習は１５時間、実習、特別研究は３０時間をもって１単位とする。ただし、

助産実践学実習Ⅰ、助産実践学実習Ⅱ、助産実践学実習Ⅲ及び助産学実習は、４５時間

をもって１単位とする。 

    ２ （ ）内は、自由科目の単位数を表す。 

 

 (2) 博士後期課程 

  授業科目及び単位数 

区  分 

 

授  業  科  目 

 

単位数 

必修 選択 

全専攻系共通 

カリキュラム科目 

 

 

 

 

 

 生命倫理概論   ２ 

 臨床心理学   ２ 

 社会医学・疫学・医学統計概論   ２ 

 英語論文作成法   ２ 

 生命科学の研究手法   ２ 

 医療系分野における知的財産学概論   ２ 

 生命科学コミュニケーション特論    ２ 

各専攻系間の共通 

カリキュラム科目 

 ヒューマンサイエンス（形態と機能）   ２ 

 微生物・免疫学実習   ２ 

 臨床医科学概論   ２ 

保健学専攻共通科目  先端保健医療学  ２  

 クラスターコアセミナー     ２ 

専 門 科 目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 研究 

 支援 

 科目 

 看護学研究方法論   ２ 

 臨床試験学   ２ 

 医用情報解析学   ２ 

 生涯 

 健康 

 支援 

 学領 

 域 

 

 生涯健康支援看護学特講   ２ 

 生涯健康支援看護学特講演習   ２ 

 生涯健康支援看護学特別研究   ４ 

 生涯健康支援医療学特講   ２ 

 生涯健康支援医療学特講演習   ２ 

 生涯健康支援医療学特別研究   ４ 

 医用 

 情報 

 科学 

 領域 

 

 医用情報工学特講   ２ 

 医用情報工学特講演習   ２ 

 臨床画像診断・解析学特講   ２ 

 臨床画像診断・解析学特講演習   ２ 

 医用情報科学特別研究   ４ 

 医用 

検査学

 領域 

 病態制御保健学特講   ２ 

 病態制御保健学特講演習   ２ 

 病態制御保健学特別研究   ４ 

連携領  宇宙医科学特講    ２ 



 

 

域  宇宙医科学特講演習    ２ 

 宇宙医科学特別研究    ４ 

 備考 講義、演習は１５時間、実習、特別研究は３０時間をもって１単位とする。 


